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福島市果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業実施要綱 

 

 

 この要綱は、福島市果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業（以下「事業」という。）

の実施にあたり、果樹等の剪定枝の提供を希望する者（以下「提供者」という。）と、

まきを自己調達しストーブ等への利用を希望する者（以下「利用者」という。）との間

で、剪定枝の受け渡しが適切に行われるよう支援することを目的として、必要な事項に

ついて定めるものとする。 

 

（主旨） 

第１条 営農活動で生じる果樹等の剪定枝を、まきストーブなどの燃料として活用する

ことで、資源の有効利用により地球温暖化の原因となる化石燃料に由来する二酸化炭

素（ＣＯ２）の排出を減らし、併せて環境に配慮した農業の振興を支援する。 

 

（対象者の要件） 

第２条 事業の対象者は、以下のとおりとする。 

（１）提供者は、本市内のほ場において果樹等（モモ・リンゴ・ナシ・ブドウ・オウト

ウ等）を生産する者で、立木を伐採した状態又は枝を剪定した状態で保管できる者

とする。 

（２）利用者は、まきストーブ利用者及びキャンプ場等においてたき火を行う者で、提

供者のほ場へ行き、伐採木を割る、剪定枝を切り揃えるなどの作業や、自家用車へ

の積み込み、ほ場外への運搬を行うことができる者とする。 

 

（事業実施方法） 

第３条 事業の実施にあたり、福島市（以下「本市」という。）及び、提供者、利用者

が行う手続きは、以下のとおりとする。 

（１）本市の手続き 

  ①事業の実施について周知し、提供者及び利用者を募集の上、台帳へ登録する。 

  ②提供者及び利用者の登録内容を集約、整理し、一定数（５名程度）でグループ分

けの上、提供者及び利用者それぞれに対して、相手のリストを提供する。 

（２）提供者の手続き 

      ①別紙様式１「果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業利用申込書（まき提供者

用）」により、事業の利用登録を行う。 

 ②本市から利用者リストの提供を受ける。 

  ③利用者から連絡を受け、提供できるまきの大きさや量、ほ場において必要な作業

を説明の上、条件に合致する場合は、受け渡しの日時を調整する。 
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（３）利用者の手続き 

  ①別紙様式２「果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業利用申込書（まき利用者

用）」により、事業の利用登録を行う。 

 ②本市から提供者リストの提供を受ける。 

  ③提供者に連絡の上、希望するまきの大きさや量、ほ場において実施可能な作業を

伝え、条件に合致する場合は、引き取りの日時を調整する。 

  ④前号において、提供者リストに記載がある提供者とのマッチングに成功しなかっ

た場合は、本市に連絡の上、別グループの提供者リストの提供を受ける。 

 

（事業実施期間） 

第４条 事業の実施期間は、毎年９月１日から翌年３月３１日までとし、提供者及び利

用者ともに、まきの受け渡しは当該期間において行うこととする。 

 

（遵守事項） 

第５条 事業の実施にあたり、遵守すべき事項を以下のとおりとする。 

（１）提供者及び利用者は、本市から提供を受けた相手方の住所・氏名・連絡先等の個

人情報を事業以外の目的に使用しないこと。 

（２）提供者及び利用者は、事業の利用をとおしてまきの受け渡しを行う際は、金品の

やり取りを行わないこと。 

（３）提供者は、果樹の改植等により抜根を行った場合は、木の根を渡さないこと。 

（４）利用者は、提供者リストに記載がある提供者にのみ連絡することとし、一人とマ

ッチングした場合は、他の提供者に連絡しないこと。 

（５）利用者は、提供者のほ場において、立木の伐採（台切り）及び抜根、枝の剪定作

業は行わないこと。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、関係機関と協議の上、そ

の都度定めるものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和３年１１月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和６年９月１日から施行する。 
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別紙様式１ 

 

 

果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業利用申込書（まき提供者用） 

 

フリガナ  

氏  名  

住  所 
〒     － 

電話番号 ―         ― 

FAX番号 ―         ― 

E-mailアドレス  

利用者から連絡を 

受けやすい時間帯 
午前・午後     時 ～ 午前・午後     時頃 

果樹園等の所在地 

（※複数可） 

 

 

 

 

 

樹木の種類 モモ・リンゴ・ナシ・ブドウ・オウトウ・その他（      ） 

提供する木の状態と

おおまかな量 
伐採木（    kg）・剪定枝（    kg）・まき（    kg） 

受け渡し希望時期 月  上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 

その他ご希望があれ

ばご記入ください 
 

遵守事項の同意 

福島市果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業実

施要綱を確認の上、第５条の遵守事項に従うこと及

び、本申込書の内容をまき利用者に提供することに同

意します。 

□ 同意する 
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別紙様式２ 

 

 

果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業利用申込書（まき利用者用） 

 

フリガナ  

氏  名  

住  所 
〒     － 

電話番号 ―         ― 

FAX番号 ―         ― 

E-mailアドレス  

遵守事項の同意 

福島市果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業実

施要綱を確認の上、第５条の遵守事項に従うこと及

び、本申込書の内容をまき提供者に提供することに同

意します。 

□ 同意する 

 


